
【地方自治体】
①契約書をクラウドへアップ

【契約相手】
②契約書の内容を確認

③電子署名
タイムスタンプ

同意 同意

【サービス提供事業者】
【電子契約（立会人型）】

立会人型電子契約とは

〇従来の電子契約と比較した立会人型の電子契約の優位性
・ 地方自治体がサービス提供事業者と契約している場合、相手方は
電子証明書を取得する必要がなく、インターネット環境が整って
いれば電子契約を締結することができるなど、広く契約のデジタル
化を進めることが可能。

立会人型電子契約の概要

立会人型の電子契約を導入する理由

1

民間の電子契約で
は立会人型が8割
を占めている

別添

郵送

郵送

（参考）

【現状の契約】

【地方自治体】
①契約書に２部押印

【契約相手】
②契約書に２部押印
収入印紙添付

郵送で数日
かかる

電子証明書
がない

電子署名

【従来の電子契約（当事者型）
のデメリット】

【地方自治体】
①契約書へ電子署名

【契約相手】
②契約書へ電子署名
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